
















〔目的〕 

小児の公費負担医療制度には多くのものがあり、それぞれの特色をもって、各種医療保健

制度の不備を補うと共に、社会福祉の向上に重要な位置を占めている。こうした公費負担

制度は医療の進歩、社会環境的要因の変動に対応して改善されていかねはならない。その

ためには、それぞれの制度の中に含まれている疾患を、その年代における医学の進歩と社

会的ニーズに対応させることが必要であり、現実的に解決していかねはならない重要な課

題の 1つである。現行の種々の制度の対象疾患と同様の性質を有するか、または同様の治

療効果をあげうる疾患であっても、対象となっていない疾患が多く存在することも事実で

ある。我々は昭和 55度から小児慢性特定疾患の実態調査、制度上の問題点に対する検討を

行い、昨年度からは小児慢性特定疾患の対象疾患の再分類を行っており、昨年度は内分泌

疾患と慢性心疾患についての検討を報告した。本年度は慢性腎疾患、喘息、血液疾患の各

群につき、特に喘息は慢性呼吸器疾患として、それぞれの対象疾患の再分類を行った。さ

らに現在・疾患群として小児慢性特定疾患に含まれていない慢性神経疾患に関しても、対

象となるべき疾患の分類整理を行った。なお今回の分類では、小児慢性特定疾患の別の疾

患群あるいは別の公費負担制度に含まれている疾患もあるが、これら重複している疾患を

どのように扱うかは今後の検討課題とした。 


